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（１） 令和３年における海上犯罪取締りの状況 

～安全で安心な海の実現のために～ 
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令和３年における海上犯罪取締りの状況  
～安全で安心な海の実現のために～   

 

令和３年における管内全体で発生した海上犯罪の送致件数は９９７件です。今年も依

然として、海水浴客がサザエ等を違法に採捕するといった漁業関係法令違反が多発する

傾向にあるとともに、訪日クルーズ客船から不正上陸したベトナム人やヨットで入国し

不法上陸したロシア人を検挙する等の外国人が関与する出入国関係法令違反も摘発して

いることから、引き続き、犯罪の未然防止や水際阻止、取締りに努め、安全で安心な海

の実現を目指します。 

 

令和３年の第七管区海上保安本部管内における海上犯罪取締りの状況を別添資料のと

おり取りまとめました。令和３年において第七管区海上保安本部管内で発生した海上犯

罪の送致件数は９９７件（前年比３２９件減）、送致人数は６２６人（前年比８５人減）

でした。送致件数の内訳は、船舶安全法、船員法等の海事関係法令違反が５２５件で全

体の５３％を占め、次いで、漁業関係法令違反１３５件、船舶による衝突・乗揚げ等の

刑法犯１２１件、不法投棄等の海上環境関係法令違反１０６件の順となっており、依然

として夏季海水浴シーズンに海水浴客がサザエ等を違法に採捕するといった漁業関係法

令違反が多発する傾向にあります。また、訪日クルーズ客船から就労目的で不正上陸し

たベトナム人やヨットで入国し不法上陸したロシア人を検挙する等の出入国関係法令違

反の送致件数は１３件となっており、外国人が関与する犯罪にも警戒が必要です。今後

も、海上保安庁は、監視・警戒、情報収集等を実施するとともに、関係機関や地元自治

体との連携・協力等を通じて、犯罪の未然防止や水際阻止、そして的確な取締りに努め、

安全で安心な海の実現を目指します。 

 

 

問合わせ先 
第七管区海上保安本部 警備救難部 

 刑 事 課 長 大 原（内線 3170） 
 国際刑事課長 津々見（内線 3210） 

代表：093-321-2931 
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令和３年の第七管区海上保安本部管内における海上犯罪取締り状況    
 

 

         ≪過去５年間における送致件数の推移≫ 

 
 

《過去５年間における法令別送致件数の推移》 
 

  ２９年 ３０年 １年 ２年 ３年 

刑 法 １４１ １２０ １４３ １４４ １２１ 

海事関係法令 ７３８ ５８７ ７３４ ８１８ ５２５ 

漁業関係法令 ８６ １２３ １８５ １１２ １３５ 

海上環境法令 ８８ １０４ １５１ １４２ １０６ 

出入国関係法令 ０ ２ １０ １ １３ 

薬物・銃器関係法令 １ ３ ２ ６ ４ 

その他の法令 ７５ ５０ ７６ １０３ ９３ 

合  計 １，１２９ ９８９ １，３０１ １，３２６ ９９７ 
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《令和３年 法令別送致件数の内訳》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海事関係法令

525件

52.7％

漁業関係法令

135件

13.6％

刑法

121件

12.1％

海上環境法令

106件

10.6％

出入国関係法令

13件

1.3％

薬物・銃器関係法令

4件

0.4％

その他の法令

93件

9.3％

❖ 海事関係法令   ５２５件（前年比  ２９３件↓） 

❖ 漁業関係法令   １３５件（前年比   ２３件↑） 

❖ 刑法       １２１件（前年比   ２３件↓） 

❖ 海上環境関係法令 １０６件（前年比   ３６件↓） 

❖ 出入国関係法令   １３件（前年比   １２件↑） 

❖ 薬物・銃器関係法令  ４件（前年比    ２件↓） 

❖ その他の法令    ９３件（前年比   １０件↓） 

※その他の法令・・・「電波法」、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保

等に関する法律」、「遊漁船業の適正化に関する法律」等 
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❖ 海事関係法令違反 

海事関係法令違反の送致件数は５２５件（前年比２９３件減）で送致件数の半分以上

を占めます。違反形態は、小型船舶に関しては、法律で定められた船舶検査を受けなか

ったり、最大搭載人員を越えて小型船舶を運航する等の船舶安全法違反が多く発生して

います。また、操縦者免許がないまま小型船舶を操縦する「船舶職員及び小型船舶操縦

者法」違反も発生しています。貨物船等については、船員の雇入契約手続きを適正に処

理していない船員法違反が多く発生しています。 

 

❖ 漁業関係法令違反 

漁業関係法令違反の送致件数は１３５件（前年比２３件増）で、海事関係法令違反に

次いで多い状況です。違反形態の多くは夏季海水浴シーズンに海水浴客が漁業権設定海

域においてサザエ等を違法に採捕するものですが、漁業者が水産資源保護を軽視して漁

業許可内容に違反して操業を行う等の犯罪も発生しており、悪質な漁業者に対しては逮

捕する等の厳格な取締りを行っています。 

 

 

❖ 刑法犯 

刑法犯の送致件数は１２１件（前年比２３

件減）で、その多くは、船舶の衝突事故や乗

揚げ事故に伴う業務上過失往来危険罪です。

中には、事故を発生させておきながら、それ

を隠蔽するため事故場所から逃走する船舶も

あり、こうした船舶に対しては、巡視船艇・

航空機等で捜索する等により検挙していま

す。 

                          

 

【許可内容に違反して操業する漁船】 【不法採捕する密漁者】 

【岩場に乗揚げた漁船】 
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❖ 海上環境関係法令違反 
海上環境関係法令違反の送致件数は１０

６件（前年比３６件減）で、「海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律」違反や

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違

反が多くを占めており、違反の形態の多

くは、処分が面倒となった廃船を海に捨

てるものです。また、人気のない海域で、

故意に、不要漁具の投棄やビルジ（船舶の

船底にたまった油性混合物）を排出するも

のもあるため、自治体等の関係機関と連携

して沿岸の巡回、監視に努め、的確な取締

りを行っています。 

 

 

❖ 出入国関係法令違反 
出入国管理法令違反の送致件数は１３件

（前年比１２件増）です。特に、平成３０

年７月に福岡県の博多港に入港した訪日ク

ルーズ客船から就労目的で不正に上陸した

ベトナム人４名について、福岡出入国在留

管理局と合同で、昨年１月に３名を、６月

に１名をそれぞれ潜伏先において「出入国

管理及び難民認定法」違反（不正上陸等）

で摘発しました。この事件は、不正上陸当

時にブローカーの関与も明らかとなってい

ます。 

また、昨年６月には、福岡県の博多港にお

いて、ロシア籍ヨットで来日したロシア人

２名が新型コロナウイルス感染拡大に伴う

上陸拒否に従わず、同船に搭載していたゴムボートを使用し不法に上陸したため、その

ロシア人２名を「出入国管理及び難民認定法」違反（不法上陸）で摘発しました。 

以上の状況から、引き続き、監視・警戒、情報収集、関係機関との連携等を図り、水

際阻止、厳格な取締りを実施してまいります。 

 

 

❖ 薬物・銃器関係法令違反 
薬物・銃器関係法令違反の送致件数は４件（前年比２件減）です。なお、海上ルート

による密輸事犯についての摘発はありませんでした。 

 

 

【港内に流出した重油】 

【油を排出した船舶】 

【不法上陸に使用されたゴムボート】 
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❖その他の法令違反 
上記法令以外に係る法令違反の送致件数

は９３件（前年比１０件減）で、違反形態

は、無線局免許を受けることなく船舶内で

無線局を開設したり、法律で定められた検

査を受けずに無線局を運用する「電波法」

違反、県知事の登録を受けずに遊漁船業を

営む「遊漁船業の適正化に関する法律」違

反、外国船舶が船舶保安情報を通報するこ

となく我が国の港に入港する「国際航海船

舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関す

る法律」違反等です。 

 
 

【不法開設された無線局】 

【不法無線局】 
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令和 ４ 年１ 月 ２６ 日 

第七管区海上保安本部 

 

 
「第七管区海上保安本部と九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社 

との災害時における相互協力に関する協定」 

「第七管区海上保安本部と中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式

会社との災害時における相互協力に関する協定」 

の締結式の実施について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時及び場所  

（１）日時：令和４年２月２日（水） 午後２時００分から（概ね３０分） 

（２）場所：門司港湾合同庁舎 7階第一会議室(福岡県北九州市門司区西海岸 1-3-10） 

 

２ 概要  

 （１）協定締結者 

   ① 第七管区海上保安本部長         江口 満（えぐち みつる） 

   ② 九州電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 

池辺 和弘（いけべ かずひろ） 

   ③ 九州電力送配電株式会社 代表取締役 社長 

  廣渡 健（ひろわたり たけし） 

   ④ 中国電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 

  清水 希茂（しみず まれしげ） 

   ⑤ 中国電力ネットワーク株式会社 代表取締役 社長 

  松岡 秀夫（まつおか ひでお） 

【問合せ先】 

第七管区海上保安本部 

 警備救難部 環境防災課 

課長 緒方 猛 

TEL 093-321-2931(内線 3310) 

 

 
 

 

近年の台風及び豪雨等の災害に伴う停電からの早期復旧のため、第七管区海上保安本部は、

九州電力グループ及び中国電力グループと協力し、平時から情報共有や訓練を実施し、災害発

生時の迅速かつ円滑な相互協力を実現するために協定を締結します。 

なお、締結式につきましては、現下の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、第七管区海

上保安本部（北九州市）と九州電力株式会社（福岡市）及び中国電力株式会社（広島市）をオ

ンラインで繋いだリモート方式で行います。 
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 （２）協定の内容 

   ①連絡体制の確立と被害情報の共有 

   ②相互協力（自ら行う業務に支障がない範囲で実施） 

   ア 当部による九州送配電株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社への協力 

     ・災害復旧人員及び資機材の搬送 

   イ 九州送配電株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社による当部への協力 

     ・災害対応に必要な施設や活動拠点等への電源供給 

     ・災害対応に必要な施設、施設の提供 

（３）訓練及び会議等の実施 
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門司海事記者クラブ 

下 関 地 区 報 道 社 

  

  令 和 ４ 年 ２ 月 ２ 日 

 第七管区海上保安本部 

 

 

 

   

令和４年度海上保安大学校・保安学校学生採用試験日程について 

 

件名について、令和４年度海上保安大学校・海上保安学校学生採用試験日程

を別添のとおりお知らせいたします。 

なお、令和４年度から海上保安大学校学生採用試験の第１次試験種目が変更

され、「物理・化学」がなくなりました。 

 
 

 

各位 

問い合わせ先 

第七管区海上保安本部 

 総務部人事課長 中田 

TEL 093-321-2931(内線 2130) 
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受験資格

受験案内
HP掲載日

受付期間
（インターネット）

試験種別

第１次試験

試験種目

第１次試験
合格発表

第２次試験
～

第２次試験
合格発表

第３次試験

最終
合格発表

7月29日(金) 11月22日(火) 1月19日(木)

6月8日(水) 6月29日(水)

①令和4年4月1日において高等学校又
は中等教育学校を卒業した日の翌日
から起算して13年を経過していない者
及び令和4年9月までに高等学校又は
中等教育学校を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資
格があると認める者

作文試験
基礎能力試験
（多肢選択式）

作文試験
【船舶運航システム課程の

み】

5月15日(日) 9月25日(日)

管制課程

①令和4年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の
翌日から起算して12年を経過していない者及び令和5年3月までに高等学
校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者

10月27日(木)

２０２２年度　海上保安大学校・海上保安学校学生採用試験日程

12月3日（土）
～

12月13日
（火）

11月22日(火)

海洋科学課程

6月3日(金) 10月12日(水)

学科試験
（多肢選択式）

【船舶運航システム課程
を除く】

基礎能力試験
（多肢選択式）

航空課程
船舶運航

システム課程

2月1日(火) 6月15日(水)

3月18日(金) 3月25日(金)

情報
システム課程

10月18日(火)

船舶運航システム課程

海上保安学校（特別） 海上保安学校

7月28日(木)7月19日(火)～ ～

※第１次試験合格通知書で指定する日※第１次試験合格通知書で指定する日

問い合わせ先

第七管区海上保安本部

総務部人事課第三人事係

０９３－３２１－２９３１（内線２１４３）

～
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受験資格

受験案内
HP掲載日

受付期間
（インターネット）

試験種別

第１次試験

試験種目

第１次試験
合格発表

第２次試験

第２次試験
合格発表

第３次試験

最終
合格発表

1月19日(木) 8月16日(火)

7月20日(水)12月16日(金) 7月12日(火)

基礎能力試験
（多肢選択式）

学科試験
（多肢選択式・記述式）

作文試験 基礎能力試験
（多肢選択式）

課題論文試験
（時事問題、事例問題）

12月9日(金) 7月6日(水)

10月29日(土) 10月30日(日) 6月5日(日)

3月18日(金) 4月4日(月)

大学校

6月15日(水) 2月1日(火)

8月25日(木) 9月5日(月)

２０２２年度　海上保安大学校・海上保安学校学生採用試験日程

海上保安大学校 海上保安官（大卒課程）

①令和4年4月1日において高等学校又は中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経
過していない者及び令和5年3月までに高等学校
又は中等教育学校を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると
認める者

　令和4年4月1日において、年齢が３０歳
未満の者でかつ、
①大学を卒業した者
②令和5年3月までに大学卒業見込みの者

～

～

問い合わせ先

第七管区海上保安本部

総務部人事課第三人事係

０９３－３２１－２９３１（内線２１４３）

～

～
※第１次試験合格通知書で指定する日 ※第１次試験合格通知書で指定する日
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